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革命前夜の中間共同体

一一ーその「封建」的要素に対する試論的考察ー一一

序 -qc，図書事命の農民的色彩

I '1 l関封店街l論

II 中国の同族的共肉体

ill y、同体内にあける農民層分方i

結 君主

宇一一一中国革命の農民的色彩

中間の 1949年とロシアの 1917年の決定的相違

は，ロシアがレユングラード，モスクワを中心と

した都市革命， ポノLシ江ヴィキ革命であったのlこ

対し， 仁t1国が井崩111を能型とする農村綾拠地型キ

命を行なったことにある。

p ~.·· fについては， その革命過程山中で－）・ p ・-

iiニ守とよしfhる一鮮の l農村校拠地論者・Jが存在

したことはよく知られているが， プレハーノフを

一つの旋回点として， ナロードニズムは；j;、ルシJ明

ヴイズムにとって代わられることになったen.1 ）。

もっともこのナロードニズムと中国革命とを全く

同様のものとして考えることは大きなまちがいで

ある。 1,1司者は農村根拠地を主張するという点にお

いてのみ等しいといえるのであって， 中国革命に

は，ナロードニズムに特徴的なスラブ的共同体へ

の全面的期特といったものが存在しなかったので

ある。すなわち，毛沢東の「湖南省慶民運動の視

察報告J，「中国革命と中国共産党」をみても明らか

なように， ：革命の主体f:J:J:tニ同体がら解放された長

lcl'.:iこ寵がれていたのであって，共同体そのものは

あくまで破壊の対象であった（注目。

加々美光行

もちろん革命は当初から農民中心的であったの

ではながった（注3）。 1920年代初めコミンテルンの

指導のもとにあった陳独秀路線が京漢鉄道ストラ

イキ以後，悶共合作を志向するようになり，さら

に蒋介石の「4・12惨案J後陳独秀路線に代わって

t沢東・彰iH路線が革命の主権を握るようになっ

たことは周知のことである。

それではなぜ中悶革命は農民革命的方向をとづ

たのかζ これに答えるために仕次の三つの要素カ昆

考えられねばならない。第 1には，中国農村にお

ける同族的共同体のあり方であり，第2には，ギル

ドおよ♂農村共同体と複雑な形で絡士り合いな/J:

ム， よそとに物質的基盤を有する官僚資本と箪閥資

本の存在であり，第；1には，アへン戦争以後の帝

［＋！主義努力の問題である。ただしこれら三つi立本II

互に密接な関連を：千fするむのであって，根拠地に

おける土地革命が皮官僚，反軍閥，反帝国主義闘

争へとほとんど直接的tこ結びついてL、く理由は，

まさにとこにある。

小論においてこれらの三つの要素のすべてを扱

うことは困難である。 こよ二では分析の重点を同族

的共同体の問題にi置くこととするが， それによっ

て省かれることになる他の要素については問題指

摘にとどめ，後の機会に譲ることにしたい。

さしあたって中間の農村共同体を論ずることの

意義は， その内部における階級分化の謹度が革命

方式に多大の影響を与えるからである。その際，
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Ⅰ　中国封建制論
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革命前夜の中同農村共同体を「封建ij七同体とい

う語によって表現することができるかどうかが重

要な問題となる。なぜなら「封建JJ-tlril体こそ私

的所有の契機を最高度にはらんだ共同体だかιで

あり Ci' l : , そミから生ずる階級的緊張関係の爆発

によ〆， C共同体は破壊 3れていくこ止になる方、ム

である。

( ii 1 ・. 田中氏暗『ロシア経済思想史に）研究』 （ミ

ネルヴァ書房，昭和42年〕は， この間の経過を思想、史

的にねlりjLt・ I. ＇）と f』出色？ある。

en'.!) 'Li＞、 ikr;,1.11:N省農日正動のド目安全報告！ U長

沢東選集』，第 1巻，北京外文出版社， 1968年〕， 49～

55ヘ ダo ~， J 「中関ヰ，＿,iiと中川 Jt産党！ (Ir f; ii; (le［選

集』，第 2t主）， 437～438ページ。

Or：け 19'.!'.!if二日月｛一説f-Ct. lOJJ) .I •'fl共ペサ〈

会c'）大会？-f.干TはiX.u〕上つにい勺 U、るゆ 「1i1l司共産党’

は労働者れよぴ害者袋の内面山手IJ主主をはか 7.，ためド，労

働者ぷ ！＼ がん i主義ff；.＇，＇，命運動ペ媛 WJ 司労働 Jういよ

「F貧艇が小ブルジ zアジー止ともに1(i’主主主［ドjill介戦

線を 1 「、 f二て二J ；ぅ ~I• (1,, 7 -r-l•V:i, だが勺納者

諸計はこυ）民主主義連合戦線0）中にあって，少な〈止

も小 .，ジョ’~· - J，付属物ピノるの r はなく， II分

自身のl崎f)kUJ利品iJ) t：めに戦わねばな I'/,: ＼、 I L. t：が

って’＇.ld動者訪れはずぺ」仁， n分子ちが剣＇ ,'/ I.たれ介つ

の陪献 7ある：！をn,;1'.r., rr Lより組依：j と戦！ぶ！ )Jを

訓練し， ltE差と連合してソビニヰトを組織することな司

備し，・，，，全解枚、〉日係Jペ達成 l:; ,tれtrtよらなL、｛｛傍

1¥ ·~ I用者）J中間共産党『中国共産党五年来ω政治主張』

（関内 i、学東門学術研花山i資ド f)!Fil :3, ii{j手!138O(' ', 

19～20へージ。

（注4) 大坂久雄『共同体の基礎理論』（Y：波書店，

昭和：lO'i),37ベージ。

I 中国封建制論

さて封建的要素を問題にする場合， 考察さるべ

き側面には上部構造としての政治支配体系と下部

構造としての共同体とがあるように忠われる。

一般的に日本や商欧史においては，封建制は上

部， 下部の両構造を統轄する全体制としてとらえ
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られてきた （（ 1¥ しかし中！誌においては， 三の両

構造の関連について，日本，西欧におけるそれと一

致点を見いどすことがむずかLい。すなわ丸、中国

において，隷興関係，農奴的主従関係（下部構造〕

と， νーエン制（上部構造〕が同時対応的に存在L

たことは歴史i二かつてなか〆 pたのである。戦前の

中国封建制論が多く，上部，下部両構造をバラバ

ラにして語られる傾向があ.－，たのはここに原因が

あるといえよう en2 l。また中聞社会を停滞的なも

のとしてのみとらえようとする立場は， ある意味

では， このような中国的特質と無関係ではない。

ヴェーペ－Iこよる中同家産rR'f京市jの議論もラ マル

クス・エンゲノレスのアジア的生産様式論もこのよ

うな1之助からぬけ出ていないG すなわち， Oェー

ノ〈ーにあっては，上部構造としての家産官僚制に

あまりに重点を置きすぎたために， ギルド信I］・氏

族制とて京産官僚お！との関係を放列的ないし断絶的

にとらえることになってしまって， ギルドおよび

氏族をめぐる共同体の歴史的変容仁 J 内、ての分析

がおろそかになった傾向がある (113）。逆にマルク

スのア三ア的生産様式論lこ／山、てい， 下部憐造と

しての共同体に分析視点を置いていながら，共同

体的土地所有と血縁的規制を a面IY-Jtこ強調しすぎ

たために，私的所有の契機を見落とすことにな

り， 官僚地主民の問題が忘れられたきらいがあっ

た（注 4)。

いずれにせよ， これらの議論の過 t:，は，共同体

内における私的所有の契機が共同体に変容を与え

る直接の動因であり， それによって共同体そのも

のが破壊されていくというldこ分析の重点を据え

ながら中国社会をみることをしなかったことに原

因があると思う。

ところで， このように最初から共同体の存在を

仮定して論議する前に， まず共同体そのものの存
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三の調査結果を基にして数多く横行調査があるコ山を i写定十る論者ーがいた三とにはを i•iJ け Ii くて i士

以らないぺ j成能通孝：(i上5），福武lt（けい等がそれで その •IIでも故仁井の研究報告がはされてャるが，

問問氏の研究は民村社会の規範意識ないし農村社:ttlG能氏の場frは阿欧ないし口本の歴史を近あるご

「生きた会を現実に規律している法慣習としての1-1::化の典型！！としてとらえ上うとするところがあ

をi毛；点的に扱ってL、るところか「ラ共同態的mよ去 ！ 同hkt,,,、LW本山｜封建的j 共同体およびレ

二2〕－ -r; 
」）、、fHIJ （／）分析に土－ ) -cきわめて示峻的である。- r_ン制泊ゐ中I-Elには存在しないことル‘心中IJ;j共i五j

次に仁丹二田氏の分析を中心に革命直前の中国農村

共同体の実態を1-lflんかに Lつぺその中かん民体的

に f封建j的要素を拾ってし、きたい。

t/1＼武氏。）弘｛t体不在論全提起することと fιJ，たじ

di品究対象地域とした苧ij1の農村iこnにi乏が，i主，

( ,I l、！ 前｝ff11 :r,11 1H 主主tf1でハ幹1;;;1;I 

I%討＇I7 fl ), :l8＂、ーン c

(; I 2) 今場1;,,1員三『，j,i司近代史研究ff.-Ji'』 (})Jなι占

l'lfi81［.）、 19べ←：..－ f て.士従来・ll111Ii.I研究41主I) ；：）批

n1 ,. 1. r 11・、fiij体（（）制点 Cl）不i己主；払 I；て l、るが，＿，lj1f:JI：、

体ベ十時ー》 ！・日向行；.111111 I 1 .'J.' たちJI J~· 1/J J、例外： i1)1 ). 

I. , I mi＋；立造i了、JtP ／，＼ β ノト；1'I. C l、t:.

( :! :l ) . ＇ソグソ、・，：； erー，← ？.＇， iJi, ,i::, WI J( j’家/it:

;1,11 ° IH..l'H,'Lil C/1 1 r ,'H,J, 11{1111:wr l. 

( ,1. ,j ) t: i えlJ' f ノL ク人 irf百人資本1・1ic¥Jiる照

明（（＇） 1',・ 'f< ([;,]JI, ,1l Hl5 J-'.『氏本論』， ::n:J {I;：βl fl11?1l 4 

i品筑波｝草， ・,-: /f'Uti,i;, 11ra1142,n, 412～41；十、 ンB

/ !I: 5 ) JI~. 能組ギ i 支 JJl,U也 t)dl'l i rii'，民」 （＇（ 支針＞ti

十：H'ti1，！，品作担；－；＇， J：』総 i川， 1.i[ψidf’先1'1i, I『｛1'1118"1入

15＇）～ 282マ＼」 c,,

（；！心） 怜l』，＇.；[I'( i＇，いいii_:',J,十；fl（と J ' ~Yi j;'i.Ji （た守jf’，；；：，

J l).11,i[ , j,，－：＇.，し寸 1if !:!:i1'1, 195:l"I ）ρ 

( ii 7' J却if¥'Jにわりる i地改 ／（<J,i品私idり中Efこそえ

If ii;,":.): lた，；，.：,i,t;F,;:,，・，れる。 1 JI {:fUJ也」ュ貯tK,.::, JU也

I.II民約封建おi口；l(i',JL.ttlli-Yi 11制変為農民的上地所有制i

l紡／！.・JI Hlぷ）J(1'f全自己「戦阪中的湖H’J殺民J,:r新1(iJj 

級品 ;T, :1 ￥主7{¥(i却し 1951 ;r今 4月）a

( fl今 8) 『現代アジアゾバt，命と it；』（上） Ul /Ix能 J重孝

氏による／；；；，1.（『法律時報』， 39巻 2号， 19G7'42} 1) 

: i戦1liiし〉ご 1・1分 ／）研究を省みて，／{jj夕、同体不在論に

c'！った問題提起合きれた。すなわち， 「半値上えI也｛ヒ L

！.・＼長しJ111 ¥q ・J・ ・> a -J-リズムが村落を媒介者とすゐナ i

ョブりス人 f二った Jハか，村務 i,l.くは村落的協同体を

必ず「－＇： Lないナショアリスムだったのかのとちん bーで

あり， ιI,fを吉だと寸乙 t,:（， ば，何が主攻な起点にな

っと人j亡.；, m i.'1 E統 4 がと＇＇・まれているか j とい ιいりで

ある。 IYJ，・，カ h,:1:,1足lU後者でなく前者に泣かれるヘき

それ均為自給自足的でない土ころからJ,t向. -
- 川、

j ぜ＼唱

cu・.w.赴U],体不在日命を日止さ， i旦；こ町村（郷銭）山llUJに社会的 1・1

1,;J氏の立論itl 

たが p て J"'[,i］休所有の｛1ミ｛Eを論議しりタトに[ri'＼、ごし、

）｛·［生を；t~.、め町村共同体をちえたc

十，
t、・G

二円上うな共同体不在論の結果宇るところ；士、

封建共同i和:J.＇き上〈‘

会化 f資本 L？主flこj • ,,!) ;°U(I）可能性のi奇定iこほかな

1+1 jJjにお＼ .て；士、資本i二茶化：t「） t;;. ¥ . ＇権かにラ

1111五i革命（／パ｝たム Lた札 u,可！；（されよ仁か ・, fこか，

;:: ,, ）後i二ひと士子fト農経済であ，〉たしい＇ 7)' i t、

人民公社化7)ゐT.!:I端的i，二ff主jF'.－~れたことにレい，
d
A

－1
－
 

佐
官

す！dパ、新民十主主ミ社会かWhゴー「る必要がふと〕 O

i Iし／三！？「i'1'.J権利（ ,f:IJ{J／可rffNJ¥）企m辞表＇qtてL、く

i品；度以j

現象として I) 二d川、農経済の意味するところは，

それ以前の民村共同体の中に私的所有がもたらす

j品私iずであることは士七万バ、なレと LCも、

f1¥j 階級的緊張が存在Lたこと色；Jミすーとレえ上う。

題は階級的緊張を綾和するはずの共li.J！主的規制カ

ti-.，ニゆえに中同において機能しえなかったのかと

今lJ，いたずらに共川

中i玉！革命の農民的色彩

いうことであ乃うと忠、う。

体不在論を唱えることはτ

に対する解答を避けることにたりかわなL、のであ

91 

る（；.8 )0 

さてその共同態的規制の実態を明らかにしたも

山土しては戦前に満鉄調査部が行な ・） た華北良村



Ⅱ　中国の同族的共同体
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てiあった。

II 中閣の問族的共間体

：アジア的生産接式論lに照してみた場合，確

かに革命前中国農村の血縁的要素は色濃いものが

あった（第l, 2表参；ト！

祭 1；表村結構成にみる向；族的共同体 （%） 
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たβ しこの血縁的色彩企 ι代の血縁主義一一氏

版共同体の遺制とみることはできなL、。

なぜならこの同族集団は 10～1l !1！：紀に共同関係

の稀薄な農村を背景と Lて宗氏がれらの利益を守

るための私的保障機構として創造したものであっ

たとされるからである位1）。

したがってこれに伴う血縁的規制もおのずから

「アジア的生産様式論Jが主張する圧倒的共同体的

所有を基礎に実質平等を志向するものとは異なっ

てL、たとしても不思議はないのである。
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一般に共同体は常に土地所有を中心的内容とし

て持っており，共同態的規制の役割は，その内部

における私的土地所有と共同体的土地所有との緊

張関係を， ある一点で止揚してしまうところにあ

るο し、ま中国農村共同体の血縁的色彩に J冷、て，

氏族共同体との歴史的断絶を強調する理由は， さ

しあたって中国農村共同体の「封建的」要素を考

えるに当たやて「封建」共同体に特徴的な血縁的，

氏族的聖書紫の「弱さ」と対比させる必要があった

からであるW'2〕。

そこで最初に共同体的土地所有の実態からみて

L、くこ土止する（第3表参照），

wl 3表禁中・華南における共i母体的士地所有

省，県なL、し地域 ｜鶴完耕地面積に占対

広東， F北東詩 路 23 

江および韓j江工
25 
35 

河球 ；一i:デ 1レ江タ
40 
日｛｝

iで 省 :m 
｝；、！14, ri1; 安 70～舟｛｝

rr 梧 IK 
i1t 宣林

IO 

.1 じI)ρ 港、 （｝ 

福主主， 建 陽陽
70～ 80 
o7 

i析民 新江豊永 ＇.康烏[J 
40 
:l5 
:l3 

嘉呂 2 
0.5 

ど！鮮， 1！聖 錫 7.Kl 
•"! 熟 7 

；友徽， ，：；：： 塗 0. 7 l 

¥IL]川，，,t
都都

19.9 
;{Ji 1;.1 

5.K 
4.8 
3.9 
1.8 
0.9 
0.8 
0.5 

J且 jJ.: 0.4 

雲南， Flo 明 0.2 

ii約！？札結 波 (). J 

（出所） 天野元之助， 36-44ページより作成。
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地）jにおいて威信を失慢した隠退官僚など，苫，τ?i‘中・宗ri'lに問しては：ti：！去にi内らかなように

人物いわゆる［裕福で学問があって道理の判るjーか京北ぽ倒的な共同体的土地所有・が存什：する。

がi堂社iされるのが常であったぽ＇ 9）。これらの権力にあってはこれiEど大規模なものl主みられない

（注目。いずれにせよ宗命前中国民村にかたり共同

体的日也l行自があったとと t,mめt,:v、わ（）にi土L、

氏族の財政に関して決定権を持、，す者はまた，

しべての氏族の収入はかれらの保管に任される。

たがってかれらは祖先を祭るために設けられた放

また族産に産の大部分を享楽する地位にあった。

問題はむしろその管；哩状況で、ある。 tc

ぜな九こうした共同体的日也所有が支出企 Lて支

阻搾取機構の物質的思礎であるJ店frがありえたか

かないが，

広東省翁源県黄粛の科ztする規制の－｛71Jとして，

慢の11；！＇に次のような 1l1の草刈に関する管理事項究それはli,J!1l財j!｛管；哩そうであるtrら，
ポ ァ

の中枢にふる役はの私的［二地IJ［千fに従属するにす

r--，ーであり，

「19:l:1年lOfl15A付、現在毎月 19三がみられる。

草メIHIに当てられてヤ20 [l, 21 Flの313 は，

1 lei 6ピコルが一家族の定量；である。

fl, ぎ；c;_1ィ、からである（（1' 'a 

ftj:18ピる。共同態的規制についてはど

族同はi也域にとソていろい

セず，3しあたり，

ゴ jレ， 7セントあるいは約I加キャッシュに対して

は課税さt-L，る。

うであったどろうか。

何人も19日以前にIlliこ這入ること

は許されず， :tた氏族の貸付金の利息支払を延滞

Lた苫の家族は全然草）（IJを許可しなLづ（傍h引用

1M(1ワf完結ljの名をかりた金融関係によっても従属さ

せられていたのである。

Ir司旅集団の役員が族産を地主的ないし高利貸的

に利用する仰！としてはほかに，（l）広東省潮外！鳳風

村（カFレプの調査）， (2）斯71：省義烏県（呉反f中の調査），

(3)Hfi江行浦j工県 (J.tl設立日の調査），(4）江蘇省青浦県黄

i夜（徐洛の調子守）， (5）山両省平順県（越梅生の調査），

このように一般族人は役員による，共J.,l
。、
Jト）

 

校
内

る収入は役nが私的に償泊 Fる分を山主けばふっ

勺おもにi欠び）上ろな）号i主にあて人れるσ （l;1ll先手

祭るため円託用。（21学生全援助し官i京＂'1別式！放に

応ずる lJ友人［三奨励 •'.r.:等士 ＇J- えるの 13）民間 fぃ、 L ｛京

1布団の維持車。（.1)/J友人の冠的葬祭の詰llJJ令。

E：二 jぃt,,If》1;・ろ〔／）名称i二上., ・crif ばれるが（[):, ', 

これらの用i全は同組問肢の；：CT：；；後に明白なように‘

を II子び~二寸ごとをけ 1'1'-.J として L 、る ι

ぞれゆえふつら

共同祖先でがり‘ J炭消（tfl先の系i元［ts上ぴ同校関係の

特含意識のためのカサスマi士、

土中，］などが，その只体的形態であ'I＇司宝：：、~J; ；－；己録〉，

広西省においても一般的であっ(6）その他河南省，•CJ 寸～ UL6)
ノ＇ - 0 

た（＇!11¥主長，1灼こ氏絞れ役F，でふるが噌これには頭演，

族長権威なし‘し共同態的規制の以！の過程は，評議員，支配人，収入役，会計官長咋がある＜II7) 

歴史的に存した血縁的要素が，本命直前うt,lと，特定の家系に主長， M託只J土原則と L 亡，¥1JH浜、

すーでに1f1'1無実化していたこどを示す；こjjl, ，・亡、だけ伝え r¥;/ 1..るものではなく， 1,;j族l人jf、iH：代イW)

-;'{f,・である。事例のi,ij.-'(11:1にのうれでは：／il（ド長の男子のの最も高い

このような過程が可能たりえたそれではたぜ，

のであろうか。

片＇／（る氏方夜中の名古ご I誌にすぎ／乙問から選HIさ1L, 

中国よとの理由を探る一つの鍵は，H叉むしろ支配人，実力をれするものは，
。
、jい凸t

 

rl、
L
V
 

わたくしは考え

なぜなら相続形態にこそ地主・ノト作関係

93 

における均分相続形態にあると，

λ(1112) 
= 0 

かれムはfこいたい手'ft、

省主：の学校を卒業した

会計官長であって，

時代に科挙に及第した者，

入15t,
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を規定する主要な要哀をみなければならなL、かん たされてL、なくてはなムなし、。父母の生前に子供

であり，また地主・小作関係こそ共同体内におけ が家産を均分相続によって分けることができない

る私的所 有 J）契機と血縁的共同態的椀；協のあり 場A-，最低生活水準維持のために大家族形態をと

かをけとめて〈るか九である。 fl本の場行， 長子十tl るための死後相続を行なうこ正になる (ltJ7)（第f表

続形態をと •） たために、地主・小作間係は多く， 参fK{),,

本家〔i土｛） ・分家（次三リj）関係と等 ro：しうる

状況にあっ t二ことはよく失Jiられているつ このため

小什A料の支払L、および「1発的労働力内提供は，地

主・小作関係を彩る出L践的思情主義に支えられて

おり，その見j豆りとして，小作（一分家）に面倒が

起こぺたどさに‘ j也主f二本家）がj是Jl/Jを与えるのは

当然のこととしてすすえられてし、たのである q した

がって， 二うした地主・小作関係のろえにある村

長‘村役人， 村）Jなども．唱なる村落支配ιムでi士

なく，官民主からの増I札 百種単位の細分fヒなどを

｜切くための犠牲者要民の感があり， それゆえにこ

そかれらは，村民に対L強大な発d権、 支配権を

持ちえたのでふるC,t:1¥ 

Eころで中国に］5ける均分相続形態はち 暦史的

には l＇.！世紀淳j宋の紹興年間のくじ分けによる家産

の分割に起源を主 IJ，のぼることができるとし、わJi

ているが〈注14），その後も革命直前まで均分相続か

一般的形態であった。問題は「兄弟間の均分相続

ぴ）慣行のあるかき、り， 時が士地所f干の強力な分解

}Jて‘あるJ'/Ll'dと、、った事態の中で、相続tこ｛干う

耕地面積t叫':liJ1J、にあったり したがずにど歴史的にt上

村法内の貧；自の差は生産努力によるもの上り，相

続によって結果されることが多カ＇＇） たであろうと

推察.主 h {'./ I」l討＇a

一般的にJ:j分相続全 υJ能にずる条fドとしては，

基本的には， 分割l後に；山氏生活水準カイ呆たれると

いろ保障のあることが必要であり、 それには，（I)

耕地開銀山余地かあるごと，（2）小作ノヘ・版三；Iこな

J しること， (3) tli保ぎがごさること，日〕とjI /J・1;；；弘i
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第4表 れ，r」じ缶、定県、農家経済状況と一家半!1-J

人l！との関｛系

農家主t'l号！JI I ! I ' I 
（｝～YIHl～29".JO～4950～6970～99 1削～ i総；H

（苧畝） I 

人ll総数i82:,I 1 . on 59:il 45:JI :ig店 2:1:ii :l,57] 

家数I1741 167! 761 4:il :i7i rn: 515 

一列.ni り.4r 7 . Rot rn 5:11 10. 76! 12 . 94! 6.問、l"YJ人i1, I I I I 

(/1＼所） 清水盛j(;Ii＇支那家族の構造』 （子；波：存店，
nrnnrn,n, 114ぺージ。

(;l_l 粍済状況と平均人l！との正の十rll知こWUJせ主.，

この上うな大家族市I］は， L、ずれにせよ， I包縁的

結台関係の強さを示すものCはなく， ！ニ記（I）～（3) 

び）＇，‘ずれかの条件が満たされれば，生前相続を行

なL、小型家族化する可能性を持つものであった。

さらに，家族分裂ωきっかけをみることによって，

大家族制が， 血縁(t(Jと＼.＞）， 、切れなL、要素を持つこ

とがう:Iiitるり

すなわ九，分裂の主要な原因には，（1)兄弟の妻

loll志の不平[l, (2) ft~ ；嫁の不和，（3）兄弟の不和，（4）父

子の不手llがあり， いずれも血縁的なものに対し，

否定的なものばかりであるen1s1a 

また家産の分割に当たっては，士地はもちろん・，

役畜農兵，碗皿，穀物にいたるまで，その均分主

義は， きわめて厳密に徹底されるのが普通であっ

た1il 19）。これらのことは， 中国の家族原理が血縁

七義にのった実質的平等でなく，形式的半等を志

1,1］ずみものにl王カ‘ならなし、こと， マックス・ヴヱ

ーパーの言葉全借りれば「価値合理的j行為より

も I[l的台f史的j行為を支配的なものとし亡持つ

よう／Jものであることを顕著に示してし、る(/J20¥ 
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ニhは「デルマ〉的（封建的）J共日体の来本松郎

が「耕じま」制を基礎とし， そのうちに具体化され

た「形式的平等｜？あ Jたことと対比させて r-;え

た場合，本命直前の中閣の同族的共同体が［アジ

ア的j どv、うより「封建的j というに .iiかったの

ではないかという仮定を， ある程度妥当ならしめ

るものであろう（山＇ 1¥

竺うしたこととならんで，先制！寺代から家族山

自給性が崩壊していたこと， および農業がほぼ労

働集約的であったところから， 農業経常は大底的

方向に向かわず，「佃客J，「佃戸」などの小作が

浴Iiをしてきたため， 貧民i上出椋ぎ＼小作、雇践に

なることによって家産分割l後の家計を支えてきた

のであるけ到。

でのようにして発生する地主・小作関係は， 日

本の本家・分家関係にあらわれる家族主義的思情

主義と lt"i，く異質のものであるピちがL、ない。 モー

の意味で地主・小作関係が持つ階級的緊張度はよ

り向かったであ Jらうと推録されるのそこで次iニ共

同体内に具体的に現われた階級分化の過程につい

ごみてみようと忠勺。

(ll:1) 仁井旧陸「中憾の｜司族又は村務 lノ〕土地所有

川題J（点京大？東洋文化研究所称i『ニi二Jせ） Plj有の史的

研究』，東京大学出版会， 1965年）， 303ベージ， 311ベ

では「太公回j，「系菩rnJ,r祖；可H:IJ,Jム同で：Hm:rrtJ

と呼ばれる。天野元之助『支部農業経済論』，上（改

造社，昭和15年1
Cl! (i〕 イニJllfl幣 lf,1,rqの農村家族』， 67-8立＜ー

ン。

(II 7) 陳｛ネラf＇.著， iι減愛三乙，V{lim支)tj＼におりる農

村社会』（叢文閣，昭和14年〉，印刷60ベージ。

Cti 8) 仁）I川津『【1，廿iの農村家族』，8:lベ－ 0によ

れば， 4しり原Jli]Lt華北に ,fjl、てむ [iijじCある。

（注 9) ｜煉翰笠， 58～60ベージo

Cillo）糠彰1',t,62～6:1ベ一戸。

Cil:11) 天野党之助， 55～57ベージに各調査の概略

が示、れてい U

( IUZ) J. Doolittle, Social Life of the Chinese, 

Vol TI (Taipei、Cheng-WenPuhlishin広 Company,

1966, Original edition published in 1865), PP-三24-

2:-10には均分析j統を否定ずるような記述があるが，中

i司全体 ）－ して； t均分主義が一般的であっfこり

(/113〕 Ta《lashiFukutake, Asia月 RuralSociety: 

China, lndia, Japan (University of Tokyo Press, 

19吋7),pp. 24-25, 179～181. 

(/114) {:Jilli陸 l[',t,Ir~ の農村家秩』。

(ltl5) Fei Hsiao-tung and Chang Chih-i, Earth-

bound China (Revised Engl. ed. prepared in 

collaboration with Paul Cooper and Margaret Park 

Redfield, Chicago, 1945), p. 302. 

( ti Hi) Fei and Chang. 

CiU7) 仁井凶殴『中国の農村家紋』， 95～99ベ－

／。

( 11:18〕 f；井凶陣『中国の幾村家族』，104～105べー

ジ。ペィ、し今＇ 1:1i:,t二：トj1['l；近代史研究1下；1（む31ペー ：／。

ン〆。

Cl主2) 大塚久除。

（注：l) 仁井l!li刀『ヰ：：，1））農村家反』 （点京大＇'fii:

阪会， 1954年〕， 69～77ベージ。

（注 4) 今崎Iiぃ：長；『中川、＇）社会総造』 ( ii斐！羽， fi,j

:fll28年〕，75～8:1ベーシ。あるいは仁井川I'll；『支郎身分

法史』（南方文イじ学院， ll/{t1117年〕，］97ベー－ ,; tメドυ

（注s) 河北i"f附では「ほ庄一j「ド紀地J, LU東ε
「祭凹J.江蘇では「祭出 l，「義粁 1，「発熱j，湖北で

J 「義j1 I，「義也｜町均jl七：i土 fHIIIJ, l"il;iilJ, 114川

でit「義 II.IJ，「義苧 I, I義家l，桝i1:--c1,t「対応 I,

I twJ産j，「，11e産J, i公常 Illi，福住ごは［てを；IiiI, JJ －.、 •ic

(ill!)) 仁JIII！陸引けし！の農村家族』， 108～109へー

シ。

(il:20) Max Weber, lヰrirtsrhaft und Gesell-

schaft, 3 Aufl (Tiibingen, J. C. B. Mohr, 1947), 

SS. L＇～13. 

(/LH〕 大抵久雄， 10りベーシlXド。

（白22) f：井田陸『中閣の農村家族』，100～108ベー

ジ。

m 共同体内における農民層分解

わたく Lが， ここで注意を喚起したし、のは，ー

9ラ
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般に同族的結合の度合し、が，華北より， ！｛f中・望書

南において， いっそう強かったというととである

（第し 2表参照〕。周知のように草命は井陶山，両湖

といった卒中・華南地域か人始まったの

同族的共同体の存在と本命とを二律背反的なも

のとしてとらえるものには，必然的に，とうした

同族的共同体に消極的意味しか付与しえないよう

になるu しかし，今支で述えてきたよろに、同族

的共同体のうちに，私的所有と，それい伴う階級

的緊張を内包するという意味での「封建」的要素

を認めるなら， 同族的共同体と革命とはどプ律背反

的なものではなくなる。

すでに指摘したように，福武直は中間農村にお

ける自給自足経済の不在に論及してし、るが， それ

を即共同体不在論につなげるべきで仕なく，むし

ろそれがどのような形で共同態的規制を打破して

いったかを見るべきであった。

そこでまず，具体的に農村自然経済がどの程度

破壊されて十たかをみることから始めるとどにす

る。

農産物の商品化については， かなり古い時代か

らあったようであるが，少なくともアヘン戦争前

に次の lヒろな記述が多くみられる悦l〉。

〔乾隆十年奉天〕奉天各赴地多宜棉，市消1日之出

反倍於内地，推原其故，大抵抗民件棉持出多，而

不知紡織之利，率皆侍於商＇ fl'韓販他省、既不獲利1

棉之用ラ而又歳有買イ行之費。（“皇清主·~？1 ”，巻回

二，葉一九一一ω二o,和其衷；“陳盛京m防民食

琉”。）

〔嘉正j柄JぷI：西一一一丘蘇）本司覆王室， Ji:f(i符域，

畑戸欄乱高用食米甚多，歴係仰給存米接肝。三

五日内客販不到，米儲即昂。（“息朝経世文編”，巻

七四，葉ごO，長斯感：“i：市j府論布［街易米書”。）

また，湖南米に関しては，乾隆期にfl：のような
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市場構造があったことが判明している。

すなわち，市場は大規模集散地としての「市集J

と「小市！ないし「嘘市j とよばれる地域的下級

1¥i:t身との二重構造をなしていたらしい。具体的に

は， おもに納挽負担者としての地主！蓄ないし自作

織が， その余剰j作物を下級市場に持ち込み，それ

を，「商販J，「簡賢」とよばれる仲介商人が賢い

取る。かれらはさらにそれを「市集jiこ持ち込み，

「芳行Jとよばれる別の仲介入を通じて，「’子千商j

とよばれる大商人へ販売を行ない，「客商」は多く

それを， 消費地たる江漸へ向けて販運するのであ

るC/1.2）。

さて，この地域的下級市場が，直接生産者層の

市場ではなく，基本的に納税負担者の市場である

ということは，理論的には，し、わゆる f局j也市場

を否定する上うに思える。確かに余君事i生産物

をより多く持ち込んだのは地主盾であるかもしれ

ないが， 中小自作農および「佃戸」層の側におい

ても，高1］業ないし換金作物の展開ボあったことを

f;iえなくてはならない。たとえば次のような記述

がある（注3¥

〔；白光二十l周年；！：蘇〕呉中間賦之重1¥天下，…－

11川｛其土際人禰賦忠農田所入不足供上，乃必以

桑佐稽也。米購称賛時，則蚕ー僅即可当ー畝之息。

夫灼並作，桑尽八畝，給公贈私之外，歳除学資。

11. ,it可うち酒，条可以薪，蚕糞水~iJ伝言京市肥， 限努Wl

菜茄瓜豆之手I］，是桑八畝当農田百赦之入， 'Jg貧民

計，九l土！朕人欄計，執尚子此。 〈何石安，貌黙深

輯：“重刊蚕桑闘説合編”，葉一，＂蚕桑合編序”。〉

ごれは， 1B;悦負担を軽くするために桑栽塙を始

めた例であるが， このほかにも救荒作物として始

められたものが，商品作物に転化するケースは各

地でみられた仇4)0 

こうした結果，中小自作農， if回戸」層も貨幣経
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済・商品経済に巻き込まれることとなった（第5

；九第6表参照）。

第s；提 農民の総収支に対する貨幣収支の百分ネ （%） 

'i' ｜県なU、髄可｜総支！十1に三／；総収入に
し地域 i 1／） る百アI5｝〆iめる百分z干1 

1i'1J主字｛｜監山県＇ 1922今」l 70 <J l 臼 6
幻tそノal蕪湖附近 il922今｜ n.'l I 45.2 
F可川？；｜成都平原 11925咋！＋作： f王児.9I 84. 1 

｜ ｜ ｜ 、円！ft'井出5.s I 87.8 
｜ ｜ ｜自作農39.8 I 87 .4 

1馴省｜蛾眉 rtr11925的 小作農31.21 :19.0 

！平均｜ I 52.41 66.s 

（出所〉 田中忠夫『革命支那農村の実証的研究』（衆

人材：，昭和5主「ふ 3ページから作成。

.m 6表嘉嚢朝（179ぷ～ lS'..c（川，：， x-＇（！＇における

形態別貸借/'I数

イ｛！Jl形態穀物行 幣

省 食 料 制 銭銀同銀広｜総言i

げ〈 車繋内 2 25 2 27 ,1, 7 7 
(rif I白 4 22 
山 28 11 ,l9 
険商 10 48 13 61 

II 粛北南 7 8 
1稿 6 6 
'iii 8 10 
市江 1 10 11 
安徽 19 19 

;'r 商 14 1 15 

i,'11 北南JI! 6 6 湖 7 9 16 
四 6 42 7 49 
福 建 12 5 17 
広東 3 9 2 11 22 

雲貴広 西南什｜ l 11 7 18 2 8 10 
6 19 25 

総計 I23 l 285 85 18 Iお8

( ［！＇，所〉 農-l!!n育代蕩Jr戦午前的地官、商業資本，

irh 'fl］貸与農民生活JCu経済研究.'1,]%6年第 1期）o

<n〕 古文献に現われTこもののみ3

貨幣経済の農民への浸透に加えて，前述したよ

うに，地主・小作関係が，血縁的思情主義によっ

て裏打ちされることがなかゥたということからみ

て，ヴェーパー的な意味での，いわゆる 7倫理の

て屯構造｜はすでに破j褒リドごL、たどみなさなく

ては，ならない。すなわ人 「倫fillJ)-A重構造Jと

は，いかなる規範にも服さない， あの「ペニスの

商人Jにおけるシャイロック的自由奔放さをもっ

た，商業取引，高利貸付が，共同体の外で，他の

Jti,,J体の成尽に対して行なわれる場合には，少な

くとも差支えないものとして許されていながら

( ;j外道1:/,,（），ひとたび共同体内部にそれが持ち込

まれようとすると，つねに厳しく禁じられる（対

内道徳）という事態を指していうのである｛注目。

鍛7畿嘉慶朝（1796～1820年）各省利皐別貸借件数

特別｜作計 11分未満11～1.9分12-2州3分以上

！ ｛ （ 漆南東
28 1 9 18 

I.I 7 7 
22 8 14 

111 f可 :J9 3 15 21 
!;I＇.阿 o8 4 20 44 

1江漸安江r椴西蘇広i~ 

8 1 A。， 5 
16 1 11 4 
12 7 5 
19 1 18 
15 4 8 3 

治湖四M1川南ヒ
6 4 2 
13 3 3 7 
48 1 3 11 33 

l九i、； 建東
17 ムワ， 6 9 
24 1 1 6 16 

広 lfI 16 I I I 4 I 12 
JS Jil 101 I 2 I 31  5 
l't 州 I 21 I I I 10 I 11 

t:o: ,n I 389 1 2 I 2s : 1ぉ 1 234 

（出所〉 第6表に同じ。

（注〉 (1）実物，貨幣の貸借を含む。（2）月利か年手I］か

については原資料に明らかでない。（3）古文献に現

われたもののみ。

第8茨広jllj，雲南における貨幣貸借（民間見守く1934>)

I I 貨幣貸借｛月利） I 貨幣貸借（年華社）
ti' I県卜一γ…ー！？一一｜ 一一

I i最高｜最低｜普通！臨！長｛医者通
広両省1~11; 県！ o~;~ o.o巾．但 I , 

慰霊界県Io.os I 0.031;0.047 I I 
柳川県，Io.o4 I o.o3 ,0.03251 I 
棒林隠I0.0521 0.0290.042 I I 
龍州県Io.o3SI o.02s;o.032 I I 

雲南省｜箆明県1 I I I 0.0381 o.白剤 0.032
様農閑 I I I o.06 I o.0341 o.o4 

(Ill所） 行政説農村復興委員会編『広西省農村調査』

(I毛[liJ24if.）および，同『雲南省農村；v耳tE』（民国

21年）より作成。
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第 7表，第8潔からみても， このような「倫理

の三電構造Jは！被命前夜内1+1国農村にあって，解

消されてしまっただろうどみてよ＼ '0 

次に第9表をみると， こうした事態が地主・小

作悶係にどのような影併を与えたかが知られる。

第9表陳商省清南における階層別所有田数比較

！回数苧十百分ヂ
l四年｜附年（比較 1四年｜附年比較

地主 I243刊2:jo.o! l'.LOI 4.40 5.021 トO但
冨設 il加ao; sos.o: -:398,0I 21.76. 17.591 ・4.17 
中 燦 12297.Oi1929刊－368.ol41.56! 42目 14！十0.58
貧農］1779.2]1613.3]-165.9] 32.191 35.25］十3.06
その他 i 5 Of OI -51 0.091 Oj -0.09 

総：H-[ss21山577.31-919.9:100 o wo.o! o 

〔出所） 行政院農村復興委員会編『陳西省農村調査』，

（民国23年）， リページより。

すなわち，土地は全体で， 949.9華畝減少してL、

るか，二の調査陣告の説liflによれt仁三れらのi：地

は部了！？に在住「る大地主L上って日L、取られ／ヒも

のであった。これによって影響をいちばん受けて

いる附層は， ＇tXItf特に中伎により近ャ ti)，中ttI::い

ったところにほかならず，明白に農民層分解の過

程として読み取ると左ができる。三九したi品｛Ht,

華南になるといっそう顕著になる（第10,11表参照）。

第lO表前iL省龍瀧県における所台円i数および

戸数の階層_81］比較 (%) 

十戸五百み~It r酔盟専It
m 年！”叫的言；一川両誌市減

地へ叫 _tjι561 7 .23¥+o.671 63 .s2I 72吋＋9.46
富農 I6 561 5.981-0.61118.201 9.65ト8.55
中農 I24 91117.9：！吋.99112 56l 10.日I2.01 
貧農及雇農 I50.49! 56.92-Hi.431 5.23 6.601+1.37 
その他 I11.4s 11.95i十0.47[ 0.49i 0.22i-0.27 

〔ti＼所）行政院奥村復興委員会編『漸江省農村調査』

（民国24年）より作成。

このことは， また農村人口移動についてみるこ

とに上ってもお1ることができる〈立¥12表参照）
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第11表雲南省昆明県における所有回数および

戸数の階層日lj比較 （%） 

l戸数百分比）結盟結
!19;8!11捌年i南町9;s~［ 1則年｜増減

j也i：兼自ftef~~~31J 2.21!-o. dλ~oG…ιo.品長
l0l ｛＇乍民 I23.7剣山：iol-o.4ol40.741 40.5：‘11-0.21 
半 自 作 農 I43.9訓43.75]-0.18]48.86] 48.26]-0.60 
佃 差是 I21.1引27.84]+0.671 I 0.221+0.22 
存者 襲 I2.8到 2.84ト0。41 I 0.141+0.14 

（！泊所） n政院農村侮興委員会編「雲南省農村議i査』
（民国24年）, 87ページより作成。

第 12表 tl氏灘中i数量

全人 ~l （人）

江蘇省 呉！江ム徴江陰県県県
2 ，（）持4 :io 1.44 
:l,4[4 円。 2.34 
1,372 67 4.88 

安徽省術開、 3,478 105 3.02 

111東：省ポ化県 日点57 ら1:3 X.70 

ii'［業省 i尊化県県 (l,llK5 241 2.65 

府間都県
時，177 281 4.55 
4, 2:3(,j 77 1.82 

医：：111 K03 70 メー72

恥1；省指111民主 i Ii仁：＇.55 7リ5 7.決4

（出所） 問中1l＼夫『革命支那農村の実証的研究』（衆

入札 117{和5年j、問、とージより作成3

人口移動の原因の多くは，窮乏，生計困難によ

ふものであ p て，ひとたび水災司 王手災が起とれば

i設け流出入口は急：WI十るのである伯6）。れはや共

同態的規制はこれらの人々を押し止める力を持ち

えぐいなかったのである。

( itー1) 幾也「治代鵜n・戦争前的地干II，商業資本，

/')jfl］貸与望号民生活」（『経済研究』， 1956年第 l期）o

（注 2) 前回徳「，W初にJ:lけるi/JJi白米rt'Pb'1J, ・考察j

（東｝；〈大学東符文化研究所編『土地所有の史的研究』，

東京大学日1版会）。

( ii: 3 ) H＂也。
(it 4〕 境問徳， 460～461ベージにl.i／，朗l判の例がみ

えている。

（注 5) Max Weber, Gesammelte Au/siitze zur 

Religionsoziologie, I (T臼bingen.,J. C. B. Mohr, 

1920～21), s. 542. 

(i.l:6) 111立 :lt1,•J:·.nH設農村正予済研究所） Ll！東省
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ける農村人口移動 -C,'M'-:f1，三一奥村ヵ人口移

f，トっし、て「一一』（新，！，1-11;1,J;I(,:, J( ,131年），によれ

f ，農民離村の原関川 -, l'lt7!1fi;'l•,;j－困難者31.8%,

水災12.6%，早災 9%，殴災7.6%，郷村人口過密6.2

%，耕地i百積過小5.6%などがあげられている。

4ト，. ＝.／：、崎

市日 同開

わ之くしは， この，j、精マ中lfl京市Iの農民的色彩

-'.') r日目を共同体を背景と LIこ只体的事例の分析を

つうじて， 間接的にゆjらかにしてきたつもりであ

る川しかしながら，最初にふれζ おいたように，

原悶の徹底的解明のためには， さらに官僚資本お

よび軍閥資本の分析や， アヘン戦争以後の帝国主

義勢力の分析が行なわれなくてはならない。中国

では革命前，高利貸的商人，地主，官僚（ないし軍

11(:J）内三位一体が存したと L、われあ＇.ll'lう。官僚が

l山主居の独占物と化し口、たこと it 小論のEでも

1 lfj「）れにしたが，地主・小作関係がいわば非血縁

的な合理性に上って支阻されていたことがこれに

加わって，地主の共同態的規則からの疎外をよび

起こし，共同体とは無関係な不在地主へとかれら

を転化せしめていったのである。このことは第9

友に問して若干ふれた J Jもりである（/.t2）。

士／ヒアヘン戦争以後． タトi斗資本が浸入するにつ

れ， こうした地主＝高利氏自人之官積資本は買弁

化していき，民族資本の治j汰のlドかち，軍事力を

背最とした軍閥資本がJ台頭してくるが，特に民国

以後，集積度の高い蒋，宋，孔，陳の四大家族が

悶家独占資本主義的様相をもって議場してくるに

でるつ

市市におけるプロレケ l)I革命かなぜ失敗した

かに f ）いては，別に詳細に述Jζら必要があるが，

少なくとも直接的にい， 二うしたJi(閥および四大

家族の強圧に屈したのだということができょう。

都市において挫折した革命勢力は，四省秋収暴

前，湖南農民運動，井関山を経て，李立三等の反

動もあったが，毛沢東路隷が指導権を握り農村へ

とその日先を向けるに至った。これに対し小論で

述べたように，農村共同体は，その「封建的」要

素の上に地主・小作関係の階級的緊強が高まりつ

つあったのであり，このような状況は，革命勢力

にとっては， うってつけのものにほかならなかっ

たであろう。 「湖南農民運動考察報告j における

秘先取破壊の様子を示した記述は， このことを説

lifj Lて余りある。

（注 1) 南満州、｜鉄道株式会社庶務部調査課『支那国

民俗命における農民運動』（満鉄繍遊資料第105編，昭

和4年）， 19～20ベージなどにその論理的必然性が説明

されてし、る。

〔rl:2〕 行政院農村復興委員会編r険西省後村調査』

〔トとlr(:-l:'l司）， 9ベージ。

（調査研究部）
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